
農
業
経
営
に
関
す
る
金
融
上
の
措
置
の
改
善
の
た
め
の
農
業
改
良
資
金
助
成
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

農
業
改
良
資
金
助
成
法
の
一
部
改
正

一

題
名
を
農
業
改
良
資
金
融
通
法
に
改
め
る
こ
と
。

（
題
名
関
係
）

二

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
（
以
下
「
公
庫
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る

業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

農
業
者
又
は
そ
の
組
織
す
る
団
体
（

に
お
い
て
「
農
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
農
業
改
良
資
金
の
貸
付
け

（一）

（二）

を
行
う
こ
と
。

農
業
者
等
に
対
す
る
農
業
改
良
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
融
資
機
関
（
農
業
協
同
組
合
若
し
く
は
農
業
協
同
組
合
連
合

（二）
会
又
は
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
で
政
令
で
定
め
る
も
の
）
に
対
し
、
当
該
貸
付
け
に
必
要
な
資
金
の
全
部
の
貸
付
け

を
行
う
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

三

政
府
は
、
公
庫
が
二
の
貸
付
け
を
行
う
と
き
は
、
会
計
年
度
ご
と
に
、
当
該
貸
付
け
に
つ
い
て
の
利
子
補
給
契
約
を
公

庫
と
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

四

貸
付
金
の
限
度
、
担
保
又
は
保
証
人
、
一
時
償
還
、
支
払
の
猶
予
、
違
約
金
、
特
別
会
計
、
事
務
の
委
託
、
政
府
貸
付



金
の
額
等
、
一
般
会
計
か
ら
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
た
資
金
の
処
理
及
び
納
付
金
の
規
定
を
廃
止
す
る
こ
と
。

（
旧
第
四
条
、
第
六
条
及
び
第
九
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
関
係
）

第
二

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
の
一
部
改
正

政
府
は
、
当
分
の
間
、
農
用
地
の
改
良
又
は
造
成
で
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営
を
営
み
、
又
は
営
む
と
見
込
ま
れ

る
者
に
対
す
る
農
用
地
の
利
用
の
集
積
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
必
要
な
資
金
に
つ
い
て
、
公
庫
が

無
利
子
の
貸
付
け
を
行
う
と
き
は
、
会
計
年
度
ご
と
に
、
当
該
貸
付
け
に
つ
い
て
の
利
子
補
給
契
約
を
公
庫
と
結
ぶ
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
八
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
関
係
）

第
三

農
業
信
用
保
証
保
険
法
の
一
部
改
正

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
が
行
う
融
資
保
険
の
対
象
者
に
、
銀
行
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
金
融
機
関
を
追
加

す
る
こ
と
。

（
第
六
十
六
条
関
係
）

第
四

そ
の
他

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定



め
る
日
、
第
三
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


